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JSGニュースレター 

新型コロナウィルス対策として、一定条件を満たす 

営利事業の2020年度中間納税の免除申請について 

財政部が解釈通達を公表 

 

 

 
 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

台湾財政部は、2020 年（民国 109 年）7 月 31 日付で台財税字第

10904595840 号解釈通達を公表し、新型コロナウィルス対策の一環

として、新型コロナウィルス特別条例（正式名称は「重度の特殊感染

性肺炎（COVID-19）予防と負担軽減の促進に関する特別条例」）の施

行期間（2020 年 1 月 15 日から 2021 年 6 月 30 日まで）において、

営利事業が以下のいずれかの状況に合致する場合、2020 年度の営利事

業所得税の中間納税申告期間（12 月決算の場合は 2020 年 9 月 1 日か

ら 9 月 30 日まで、特殊会計年度の採用会社は該当する申告期間）内に

申請書（詳細は財政部サイト内の添付ご参考）及び関連証明書類を所

轄の税務当局に提出し、2020 年度の営利事業所得税の中間納税の免除

を申請することができるとしました。 
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一、中央目的事業主管機関が、特別条例第 9 条第 3 項による法的委任 

を受け制定した弁法に従い支援措置を提供している場合。 

 

二、上記以外に、感染拡大の影響により、短期間のうちに営業収入が  

大幅に減少した場合（例えば、2020 年（民国 109 年）1 月以降の

任意の連続する 2か月の平均営業収入が、2019 年（民国 108年）

12 月以前の 6 か月間または前年同期の平均営業収入と比較して、

15％以上減少した等）。 

財政部は、上述の中間納税免除の条件について、財政部が 2020（民

国 109）年 3 月 25 日付で制定した「重度の特殊感染性肺炎（COVID-

19）の感染拡大の影響による納税義務者の納税延期又は分納申請に係

る税務当局の受理及び審査に関する原則」及び財政部が 2020（民国

109）年 5 月 13 日付で制定した「重度の特殊感染性肺炎（COVID-

19）の感染拡大の影響に伴う、事業者の営業税の過納付額還付申請に

係る税務当局の受理及び審査に関する原則」の条件と同一のものであ

ることを通達内で説明しています。従って、営利事業が、2020（民国

109）年度の中間納税申告期間の開始までに、上述する税務上の支援措

施に基づき、営業事業所得税、営業税、貨物税、酒・タバコ税、特種

貨物及び労務税の各税額に関し所轄の税務当局へ申請を提出し許可を

得て延納若しくは分割納税を実施している、又は申請を提出し許可を

得て営業税の過納付税額の還付を受けている場合は、2020（民国

109）年度の営利事業所得税の中間納税の免除に関し直接適用を受ける

ことができるため、再度申請を行う必要はありません。 
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日商組新聞稿 

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，財政部核 

釋營利事業符合一定條件者，得申請免辦理

109 年度營利事業所得稅暫繳 

 

 

 

財政部於今日（7/31）發布台財稅字第 10904595840 號令，因

應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，營利事業於嚴重特殊傳染性肺炎防治

及紓困振興特別條例（下稱紓困條例）施行期間（109 年 1 月 15 日

至 110 年 6 月 30 日）內，符合下列情形之一者，可於辦理 109 年

度營利事業所得稅（下稱 營所稅）暫繳申報期間（109 年 9 月 1 日

至 9 月 30 日，採特殊會計年度者比照推算）內，檢具申請書（請詳

財政部連結內附件）及相關證明文件，向所在地國稅局申請免辦理

109 年度營所稅暫繳：   

一、經中央目的事業主管機關依紓困條例第 9 條第 3 項授權訂定

之辦法提供紓困相關措施。   

二、其他因疫情影響，致短期間內營業收入驟減（例如自 109 年 1

月起任連續 2 個月，其平均營業額較 108 年 12 月以前 6

個月或前 1 年同期平均營業額減少達 15%）。   

財政部進一步說明，上開免辦理暫繳條件係參照財政部 109 年 3

月 25 日 訂定「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因嚴重特殊傳染性肺炎

（COVID- 19）疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」，亦與財

政部 109 年 5 月 13 日訂定「財政部各地區國稅局受理營業人因
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嚴重特殊傳染性肺炎 （COVID-19）疫情影響申請退還營業稅溢付稅額

審核作業原則」條件相 同。因此，營利事業於辦理 109 年度暫繳申報

期間開始前，如已依上開稅 務協助措施，向所在地國稅局申請並經核

准延期或分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務

稅稅額，或申請並經核准退還營業稅溢付稅額者，可直接適用免辦理

109 年度營所稅暫繳，無須再提出申請。 
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